
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取り組み方針

１．現状(平成２１年４月１日現在)

(１)職種ごとの人数、平均給与、平均年齢

うち

※平均給与とは基本給のほか、扶養、住居、通勤手当の合計である。
※個人情報保護の観点から、対象となる職員数が２名以下の場合は個人情報が特定されやすいため
　　各欄をアルタリスク（＊）としています。

(２)民間従業員の職種ごとの人数、平均給与、平均年齢

２．年齢別の人数・平均給与

人 人 人 人 人
1 1 2

※個人情報保護の観点から、対象となる職員数が２名以下の場合は個人情報が特定されやすいため
　　各欄をアルタリスク（＊）としています。

３．その他技能労務職の給与に関する事項

(１)給料表
給料表は(国公の行政職給料表(２)に同じ)の３級制を採用しています。
職務の経験年数等に応じた昇格基準を設けています。

(２)手当

なお、諸手当のうち、技能労務職員に支給されている手当の主な内容は、次のとおりです。

バス等利用者の限度額
自家用車等利用者の限度額 同

同

期末手当　　　６月期　１．４月分　　　１２月期　１．６月分　
勤勉手当　　　６月期　0.75月分　　   １２月期　0.75月分

期 末 勤 勉 手 当

平均給与
４８～５１歳 ５２～５５歳 ５６～５９歳 ６０～６３歳

平均給与

４，１５６，１００円

３，３０８，１００円

３，０２７，０００円

３，８１７，０００円

計、平均

３，１７９，６００円

２６３，０００円

２９９，９００円

２４８，０００円

人数

年収ベース平均給与月額職員数

年収ベース

2 ＊円　　　＊円　　　

平均給与月額

平成２２年３月作成

５７．０歳 2 ＊円　　　 ＊円　　　

平均年齢区　　分

九 度 山 町

５１．２歳

平均年齢

５７．０歳

４４．２歳

４５．８歳

５４．５歳

学校給食調理員

職　　種

２１４，０００円

廃 棄 物 処 理 業 員

調 理 士

守 衛

用 務 員

　　　５５，０００円
国制度との異同

平均給与 平均給与 平均給与
＊＊

　扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外手当、宿日直手当、期末勤勉手当
を、それぞれ該当者に支給しています。

手当の内容

学校給食調理員

通 勤 手 当
手 当 の 名 称

＊

自 動 車 運 転 手 ４８．９歳 ２３２，４００円

　　　２４，５００円



４．昇給基準

平成２３年１月～

昇給抑制期間
平成１９年１月～
平成２２年１月 ５５歳以上

※平成２２年１月までは昇給抑制措置(△１号給)が行われている。

５．基本的な考え方

６．具体的な取り組み内容

(１)給料表について

(２)手当について

(３)昇給、昇格のあり方

昇給については、評価基準に応じた昇給制度の確立と運用をはかってまいります。

７．その他

01

　昇給基準については、次の表の通りです。また、昇給月を毎年１月と定め、それぞれの勤務実
績、勤務評価等に応じて昇給を実施しております。ただし、人事評価制度が確立されるまでの
期間は、判定基準に基づき昇給を実施しています。

やや良好
でない

良好でな
い

Ｂ Ｃ

   技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同種の職種に従事する者との均衡
に留意しながら、国、県における同種の職員の給与等を参考とし、適正な給与制度・運用となる
よう努めます。また、職員数については、退職職員の補充者を抑制するなどしながら、現状分析
と課題の抽出を行い、技能労務職員の職務の性格や内容を考えながら、適正化に向けた取組
を推進していきます。

ＥＡ Ｄ

3 01

0

良好
極めて良
好

0３以上 2 1 0

2

　平成１８年４月より給与構造改革に伴い、現在の就業規則給料表(国公に同じ３級)を適用して
おり、今後も踏襲して参ります。又、現在適用している昇格基準についても今後も踏襲してまい

特殊勤務手当については、現在支給していない。

現行(国公の行政職給料表（二）表)３級を踏襲します。

厳しい財政運営が続き、今後も更に厳しい状況になると予想される中で、給与の見直し及び職
員の減員は避けて通れない状況にあります。
今後も、退職者の補充を抑制するとともに、事務事業の見直しを徹底するなど現場の状況を精
査し、民間委託も視野に入れて検討していきます。

職員

6 4 2

3

昇給区分

制度完成

５５歳以上

７以上 5

職員 ８以上

４以上

特に良好


